
国国保
国民健康保険に
 ご加入の人へ

１１月のコクホ

　　
市
の
国
保
財
政
は
、被
保
険
者
の
高
齢
化
や
医
療
技
術
の
高
度
化
に
よ
り
医
療
費
が
急
増
し

て
い
ま
す
。ま
た
、景
気
低
迷
に
伴
う
所
得
へ
の
影
響
な
ど
か
ら
、歳
入
の
確
保
が
難
し
く
、財
源

不
足
が
深
刻
と
な
っ
て
い
ま
す
。今
月
は
、国
保
財
政
の
状
況
に
つ
い
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。
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せ
…
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険
課　　　
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-
虐
待
か
も…

と
思
っ
た
ら
ま
ず
相
談

深刻化する国保運営、難しい財源対策

　　平成２２年度は、歳入では国保税収

が４,３００万円の減で大幅に落ち込ん

でいます。一方、歳出では前年度には

医療給付費が１億３,８００万円の増加

となっていましたが、２２年度は１,８００

万円の増加に止まっています。しか

し、前年度とほぼ同等の財源不足が

生じて、９,５００万円の基金の取り崩し

を行いました。このことにより、１８年

度当初には３億６,２００万円あった基金は、こ

の５年間で２,９００万円にまで減少していま

す。もはや今後の財源不足に対しては、基

金だけで補うことはできない状況です。

　　市では、２３～２４年度の２年間、次の３つのこ

とに取り組み、国保会計を維持する計画です。

①税率の引き上げ（２３年度）①税率の引き上げ（２３年度）

②特定健診事業に関わる一般会計からの繰入②特定健診事業に関わる一般会計からの繰入

③残りの基金を活用③残りの基金を活用

　　しかし、予想以上に医療費が増加したり、国保世帯の所得が大幅に減少することが

あれば、国保税収に影響してきます。２４年度中には収支見通しをもとに、２５年度に向

けた新たな財源措置が必要になります。

税収 医療費

２７２７億
３,７００３,７００万円万円
２７２７億
３,７００３,７００万円万円

２７２７億
４,６００４,６００万円万円
２７２７億
４,６００４,６００万円万円

２８２８億
８,４００８,４００万円万円
２８２８億
８,４００８,４００万円万円

（億円）

（年度）

２９２９億
２００２００万円万円
２９２９億
２００２００万円万円

２６２６億
５,２００５,２００万円万円
２６２６億
５,２００５,２００万円万円

減 増

国保会計の維持に向けて

医療給付費の推移
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基金の残高

　　右の表で、市国保と協会けんぽを比較してみます。

　　市国保は、協会けんぽに比べて加入者の平均年齢と一人あたり

の医療費が高く、一方で所得は低いにも関わらず、保険料には大き

な違いがありません。市国保は、６５歳以上の方が多いことで協会け

んぽなどから交付金を受け入れ、さらに国庫金を含めた公費を確保

しても、医療費の高さを補いきれていないのが実態であり、どうして

も国保税が高くなってしまうと考えられます。

なぜ、国保税は高くなるのか？なぜ、国保税は高くなるのか？

　　国保世帯は高齢者や低所得者の割合が高く、増加していく医療

費負担のすべてを国保税率の引き上げで補うことが困難な状況に

あります。このままでは、どうしても一般会計からの赤字補てん一般会計からの赤字補てんが必

要になります。ただし、この一般会計の財源を使うということは、国

保世帯以外の方にも国保会計の負担をお願いすることになります。

国保会計を助けるために国保会計を助けるために

　　誰もがいずれは会社などを退職して「医療のセーフティネット」で

ある国保に加入することになります。さらに、２７年度以降はこれまで

の一般国保と退職国保の区別がなくなり、すべての方が一般の国

保加入者となります。

　　こうしたことから、病気になったときに、いつでも、どこでも、市民

が安心して医療を受けられる国保の制度を維持していくために、一

般会計からの繰り入れについて検討を進めます。

みんなで支え合うみんなで支え合う

国保＞協会けんぽ 赤字の危機
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オレンジリボンは

子どもの虐待防止の

シンボルマークです

　
　

11
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推
進
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間
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全
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増
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大
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絶
た
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い
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す
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う
い
っ
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虐
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問
題
は
社
会
全
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き
重
要
な
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で
す
。

　
　

虐
待
行
為
は
、
子
ど
も
の
心
身
に

深
刻
な
影
響
を
お
よ
ぼ
す
た
め
、で
き

る
だ
け
早
く
虐
待
に
気
づ
き
、対
応
に

つ
な
げ
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
す
。

　　
「
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法
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思
わ
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る
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を
発
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合
の
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し
て
い
ま

す
。
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き
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し
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っ
た
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も
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任
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れ
る
こ
と
は
あ
り

ま
せ
ん
。
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で

ご
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談
く
だ
さ
い
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、と
悩
ん
で
い
た
ら
、ま
ず

相
談
し
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く
だ
さ
い
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や
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配
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と
を
誰
か
に
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（
聴
い
て
も
ら
う
）こ
と
で
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持
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が

軽
く
な
っ
た
り
良
い
方
向
に
向
か
う

き
っ
か
け
に
な
り
ま
す
。
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児童虐待とは…
「しつけ」や「愛情がある」といっても子どもにとって身体や心に

苦痛を与える行為は「虐待」になります。

身体的虐待

ネグレクト 性的虐待

心理的虐待
なぐる、ける、投げ落とす、激しく

揺さぶる、熱湯をかけるなど

適切な食事を与えない、ひどく不潔

なままにする、車や家に置き去りに

するなど

子どもへの性交、性的行為の強要、

ポルノグラフィーの被写体に強要

するなど

言葉による脅し、脅迫、無視、目の

前で行われる暴力（DV）など

児童虐待

の種類

地域のみんなで、虐待から子どもを守ろう。

◆問い合わせ
福祉事務所
　　　５７－８５０９

５０.８歳 ３６.２歳

香南市国保 協会けんぽ

８.１万円
８.６万円

〈※１７.１万円〉

〔 〕一世帯あたり
１４.８万円〔 〕

被保険者一人あたり
１５.２万円

〈※３０.３万円〉

▼国保世帯と会社等の健康保険世帯の比較

【厚生労働省資料から抜粋】
↑

加入者平均年齢
（平成２１年度）

３３.９万円 １５.２万円
加入者一人あたり

医療費
（平成２１年度）

６４万円 １３９万円
一世帯あたり
２４５万円

一世帯あたり
１１７万円〔 〕〔 〕

加入者一人あたり

平均所得
（平成２１年度）

加入者一人あたり

平均保険料
（平成２１年度）

〈※事業主負担込み〉〈※事業主負担込み〉

ひ
と
り
で

　　　　

悩
ん
で
い
ま
せ
ん
か
？

※協会けんぽ
　　中小企業等で働く従業員や
　　その家族が加入

保険料 国保会計
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(22)(23) 広報こうなん ２０１１.１１ 広報こうなん ２０１１.１１
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